
入間市児童センター夏休み登録利用実施要領 

 

１  事業概要 

保護者の就労等の理由により日中留守家庭となる児童を対象に、学校が長期休業と

なる夏休みの期間、児童センターの利用登録を行う児童（登録児童）に対して、セン

ターのルールに従って施設内（館庭を含む）で日中を過ごしてもらう事業を実施する

もの。 

 

２ 対 象 

  対象となる児童 

小学校 4年生から 6年生のうち、当市の学童保育室に利用申請を行い、待機となっ

ている児童を対象とする。（※今年度は、児童センターに学区が隣接する「豊岡小学校」

と「東町小学校」の学童保育室待機児童に限定して実施する。） 

 

３ 実施日 

7月 2４日(火)～8月 31日(金)の期間中の火曜日から金曜日まで（※但し、8/8（水）､

8/17（金）､8/23（木）は除く。また、利用日は登録児童の通学する小学校が休業して

いる日に限定する。） 

 

４ 利用時間 

  午前 9時から午後 6時まで 

 

５  利用料 

無料（※プラネタリウムの利用や、有料事業に参加する場合は別途費用を必要とす

る）。 

 

６ 利用方法等 

①持ちもの 弁当・水筒、勉強道具 

②送迎   保護者もしくは、それに準じる方による送迎を基本するが、来館につい

ては保護者の責任において児童のみでも認める。但し、児童の安全な引



き渡しを確保するためにお迎えについては必須とする。習い事や学校プ

ールの利用等による途中での入退館には対応しない。 

 

７ 利用申込方法 

  利用希望者は児童センターで開催する説明会に出席するものとする。 

 ・説明会日時  7月 14日(土)午前 10時 00分から 

         7月 15日(日)午前 11時 00分から 

   ※2日間のうち、どちらか都合の良い日に児童同伴で出席してもらう。 

※説明会において、保護者･児童に対して本事業の内容について説明し、申込受

付を行う。 

   

８ 緊急時の対応 

来館後に、大きな怪我や体調が悪くなってしまった場合は、保護者にお迎えの連絡

を行う。 

また、緊急を要する場合は、施設の判断で救急車等の対応を行う。 

 

９ 予算 

  当該事業について、予算対応は不要。 

 

10 その他 

    ①苦情対応については、青少年課で対応する。 

  ②事故等発生時の対応については、児童センターが行う。 

③児童が怪我をした際の保険対応は、児童センターで加入している傷害保険で対応

する。 

 

   

 

 

 

 



平成３０年９月１日 

    青少年課 課長 大津征児 様 

入間市児童センター  

所長  渡邉泰典 

 

平成 30年度 入間市児童センター夏季休業期間中の登録利用事業集計報告 

 

      標記の件について、下記の通り報告します。 

 

記 

《参加者集計表》                                   単位：人 

月 7 8 
合

計 
日 24 25 26 27 31 1 2 3 7 9 10 14 15 16 21 22 23 24 28 29 30 31 

曜 火 水 木 金 火 水 木 金 火 木 金 火 水 木 火 水 木 金 火 水 木 金 

人

数 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 1 5 4 ３ 4 1 0 0 0 48 

    《備考》 

・学校別登録者数  豊岡小学校：１名   東町小学校：５名 

・東町小学校の夏季休業日は 8月２６日（日）までのため、8月２８日（火）からは豊岡小学校児童のみとなった。 


